
 

 

○久喜市移動支援事業実施要綱 

平成２２年３月２３日 

告示第９４号 

改正 平成２５年４月５日告示第１６２号 

平成２６年３月２８日告示第１８７号 

平成２６年６月２４日告示第３２２号 

平成２８年３月３１日告示第１４３号 

令和３年３月１２日告示第１２７号 

令和４年３月４日告示第７６号 

（目的） 

第１条 この告示は、屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児の外出の支援

を行う久喜市移動支援事業（以下「事業」という。）を実施することにより、

地域での自立生活及び社会参加を促進することを目的とする。 

（実施主体等） 

第２条 事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条第１項第８号に

規定する移動支援事業として、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

（平成１８年８月１日障発第０８０１００２号）に基づき実施するものとし、

その実施主体は久喜市とする。 

２ 市長は、前条の目的を達成するため、次条に規定する事業に係るサービス（以

下「サービス」という。）を提供する事業者に対し、事業に要する経費の一部

を補助するものとする。 

（サービスの内容） 

第３条 サービスの内容は、別表第１のとおりとし、同日内で用務を終えるもの

に限るものとする。ただし、次に掲げる移動は事業の対象としない。 

（１） 通学、通所等のための移動で長期に継続するもの 



 

 

（２） 病院への通院介助等（法第６条に規定する自立支援給付による身体介

護、乗降介助（介護保険制度を含む。）等を利用できない場合を除く。）に

よる移動 

（３） 第６条各号に規定する者が自ら運転する介護輸送（無償・有償は問わ

ない） 

（４） ギャンブル、飲酒等を目的とした移動 

（５） 宗教活動、政治活動又は営利を目的とする団体活動に伴う移動 

（６） 保護者等による育児、養育等が適当と認められる障がい児の移動 

（７） 通年かつ長期に継続する移動 

（８） その他社会通念上事業を利用することが適当でないもの 

２ 前項の規定にかかわらず、法第５条第１項の障害福祉サービス又は介護保険

法（平成９年法律第１２３号）第８条第２項の訪問介護を利用できるときは、

これらを優先して利用するものとする。 

（事業者） 

第４条 サービスを提供することができる事業者は、次の各号のいずれかに該当

するもので、次条第２項の規定による登録を受けたものとする。 

（１） 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者 

（２） 法第３０条第１項第２号イに規定する基準該当事業所で居宅介護を行

う事業者 

（３） 久喜市障害児（者）生活サポート事業実施要綱（平成２２年久喜市告

示第１０４号）第３条第３項に規定する障害児（者）生活サポート事業登録

団体認定書の交付を受けた団体 

（事業者登録） 

第５条 サービスを提供する事業者として登録を希望する事業者は、移動支援事

業事業者登録申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに登録の可否を決定し、移動支



 

 

援事業事業者登録決定・却下通知書（様式第２号）により前項の申請をした事

業者に通知するものとする。この場合において、登録の決定をしたときは、当

該決定をした事業者をサービスを提供する事業者として登録するものとする。 

（サービス提供者） 

第６条 前条第２項の規定により登録を受けた事業者（以下「登録事業者」とい

う。）は、サービスの提供に当たっては、次の各号のいずれかに該当する者（以

下「サービス提供者」という。）を派遣しなければならない。 

（１） 介護福祉士 

（２） 介護職員基礎研修の修了者 

（３） 居宅介護従業者養成研修１級、２級又は３級課程の修了者 

（４） 訪問介護員養成研修１級、２級又は３級課程の修了者 

（５） 行動援護従業者養成研修の修了者 

（６） 知的障がい者外出介護従業者養成研修課程の修了者 

（７） 重度訪問介護従業者養成研修の修了者 

（８） 視覚障がい者外出介護従業者養成研修課程の修了者 

（９） 全身性障がい者外出介護従業者養成研修課程の修了者 

（登録事業者の届出義務） 

第７条 登録事業者は、第５条第１項の規定により申請した事項に変更が生じた

とき又はサービスの提供を休止し、若しくは廃止しようとするときは、速やか

に移動支援事業者登録変更・休止・廃止届（様式第３号）により市長に届け出

なければならない。 

（対象者） 

第８条 サービスを利用できる者は、市内に住所を有する者又は市から介護給付

若しくは訓練等給付を受けて市の区域外に設置されている障害者支援施設等に

入所している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規



 

 

定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに

著しい困難を伴う視覚障がい者（児）、全身性障がい者（児）及びこれに準

ずるもの 

（２） 埼玉県療育手帳制度要綱（平成１４年７月２３日埼玉県告示第１３６

５号）に基づく療育手帳の交付を受けている者 

（３） 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知

的障害者更生相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条

に規定する児童相談所において知的障害があると判定された者 

（４） 医師により発達に障がいがあると診断された者 

（５） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る者 

（利用手続） 

第９条 サービスを利用しようとする者又はその保護者は、移動支援事業利用登

録申請書（様式第４号）を市長に提出し、登録を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかに登録の可否及び利用量を決定

し、移動支援事業利用登録決定・却下通知書（様式第５号。以下「決定通知書」

という。）により前項の申請をした者に通知するものとする。この場合におい

て、登録の決定をしたときは、当該決定をした者をサービスを利用できる者と

して登録するものとする。 

３ 前項の規定による登録の有効期限は、登録をした日の属する年度の末日とす

る。 

４ 第２項の規定により登録された者（以下「利用者」という。）がサービスを

利用しようとするときは、利用者又はその保護者（以下「利用者等」という。）

は、決定通知書を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。 

（利用時間数） 



 

 

第１０条 サービスの利用時間は、月１５時間以内とする。ただし、市長が適当

と認めるときは、月１５時間を超えて利用することができる。 

（利用者等の届出義務） 

第１１条 利用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業利

用登録変更・中止届（様式第６号）により、速やかに市長に届け出なければな

らない。 

（１） 利用者の住所等を変更したとき。 

（２） 利用者の心身の状況に利用内容を変更する変化が生じたとき。 

（３） 利用の中止をしようとするとき。 

２ 決定通知書の交付を受けた者は、決定通知書を毀損し、又は紛失したときは、

移動支援事業利用登録決定通知書再交付申請書（様式第７号）を市長に提出し、

決定通知書の再交付を受けるものとする。 

（利用の取消し） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第９条第２項の規定

による登録を取り消すことができる。 

（１） 利用者が、第８条に規定するサービスを利用できる者でないことが判

明したとき。 

（２） 第９条第１項の申請をした者が、不正又は虚偽の申請により決定通知

書の交付を受けたとき。 

（３） その他市長がサービスの利用を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、移動支援事業利用登録

決定取消通知書（様式第８号）により、決定通知書の交付を受けた者に通知す

るものとする。 

（登録事業者補助額及び利用者等負担額） 

第１３条 利用者等がサービスを利用したときに負担する額（以下「利用者負担

額」という。）は、別表第２に掲げる額の１００分の１０とする。 



 

 

２ 前項の規定にかかわらず、利用者負担額が別表第３に定める利用者負担上限

月額を超えるときの利用者負担額は、その上限額とする。ただし、市民税非課

税世帯又は市民税課税世帯であって所得割１６万円（障がい児にあっては２８

万円）未満である世帯に属する者で、次に該当するものの負担上限月額は、当

該負担上限月額に４分の１を乗じて得た額とする。 

（１） 預貯金等の額が５００万円（家族同居の場合にあっては１，０００万

円）以下である者 

（２） 親族等が現に居住する不動産その他一定の不動産以外の固定資産を所

有していない者 

３ 市長は、登録事業者に対して、別表第２に掲げる額から前２項に規定する利

用者負担額を控除した額を補助するものとする。 

（登録事業者の遵守事項） 

第１４条 登録事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体

制を定めておくこと。 

（２） 従業者の資質向上のための研修の機会を確保すること。 

（３） サービス提供時に事故が発生したときは、市長及び利用者の家族等に

速やかに連絡をするとともに、必要な措置を講ずること。 

（４） 利用者等に対し、提供するサービスの内容、利用料金、サービス提供

者の有する資格及び経理状況を明示すること。 

（５） 個人情報の保護に十分配慮し、業務上知り得た秘密を他に漏らさない

こと。 

（６） 利用者への虐待防止のために必要な措置を講じること。 

（７） 従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、

サービスを提供した年度の翌年度から５年間保管すること。 

（利用者等の遵守事項） 



 

 

第１５条 利用者等は、決定通知書を他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用し

てはならない。 

（その他） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の久喜市移動支援事業実施要綱（平

成１８年久喜市告示第３１３号）又は鷲宮町障がい者移動支援事業実施要綱（平

成１８年鷲宮町告示第６２号）の規定によりなされた登録、手続その他の行為

は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２５年４月５日告示第１６２号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日告示第１８７号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年６月２４日告示第３２２号） 

この告示は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日告示第１４３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の久喜市心身障がい児通園施設利用者負担額助成要綱

様式第２号、久喜市子どものショートステイ事業実施要綱様式第２号（裏）、

久喜市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱様式第３号（裏）及び様式第６号



 

 

（裏）、久喜市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱様式第４号（裏）及び

様式第８号（裏）、久喜市高齢者日常生活用具購入費助成事業実施要綱様式第

３号（裏）及び様式第６号（裏）、久喜市家族介護用品支給事業実施要綱様式

第６号（裏）、久喜市補装具費の代理受領に関する要綱様式第２号（裏）、久

喜市日中一時支援事業実施要綱様式第２号（裏）、様式第５号（裏）及び様式

第８号（裏）、久喜市移動支援事業実施要綱様式第２号（裏）、様式第５号（裏）

及び様式第８号（裏）、久喜市地域活動支援センター事業実施要綱様式第２号

及び様式第６号、久喜市地域生活支援事業補助金交付要綱様式第２号（裏）、

久喜市訪問入浴サービス事業実施要綱様式第２号（裏）、久喜市障がい者等日

常生活用具給付等事業実施要綱様式第２号（裏）及び様式第７号（裏）、久喜

市障がい者就職支度金支給要綱様式第３号、久喜市紙おむつ給付事業実施要綱

様式第５号（裏）、久喜市介護サービス利用者負担助成要綱様式第３号及び様

式第４号、久喜市訪問介護利用者負担額軽減要綱様式第２号、久喜市地域密着

型サービス事業者等指導及び監査実施要綱様式第７号、様式第９号及び様式第

１０号、久喜市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱様式第６号、久喜市

被災者住宅再建支援金交付要綱様式第４号、様式第８号及び様式第９号、久喜

市養育支援訪問事業実施要綱様式第４号及び様式第９号、久喜市多子軽減措置

に伴う償還払による障害児通所給付費支給要綱様式第３号並びに久喜市児童手

当事務「住民用」取扱要綱様式第４号（裏）、様式第６号（裏）、様式第７号

（裏）、様式第８号（裏）、様式第９号（裏）、様式第１０号（裏）、様式第

１３号（裏）、様式第１４号（裏）、様式第１５号（裏）、様式第１６号（裏）

及び様式第２１号は、この告示の施行の日以後にされる処分について適用し、

同日前にされた処分については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月１２日告示第１２７号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月４日告示第７６号） 



 

 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

内容 

１ 移動支援の対象とするもの 

（１） 社会生活上必要不可欠な行為のための移動 

ア 権利・義務に関する相談・手続のための移動 

イ 学校行事への参加、PTA活動のための移動 

ウ 家計の維持、財産の保全に係る手続のための移動 

エ 外食、日常生活に必要な買い物のための移動 

オ 理容、美容、着付けのための移動 

カ 住居の取得・賃貸借・維持管理の契約・相談のための移動 

キ 冠婚葬祭、初詣、墓参り等社会的習慣のための移動 

ク 官公庁や金融機関での手続のための移動 

ケ 公的行事への参加のための移動 

コ その他前各号に準ずる移動と市長が認める移動 

（２） 社会参加促進のための移動 

ア 各種行事・研修会のための移動 

イ 余暇・スポーツ・文化活動への参加のための移動 

ウ ボランティア活動のための移動 

エ レクリエーション・旅行・スポーツ観戦・映画鑑賞・観劇等のための移

動 

オ 通学・通所のための移動で緊急かつ一時的なもの 

カ その他前各号に準ずる移動と市長が認める移動 

２ 移動支援に付随して行う支援 

（１） 情報伝達の支援 



 

 

ア 視覚障がい児・者に対する墨字の読取り・代筆 

イ 全身性障がい児・者に対するメモ・聞き取り・伝言 

ウ 知的障がい児・者に対する行き先の指示・案内 

（２） 代行による支援 

金銭の授受及び権利義務に関する行為の代行（法令等により代行ができない

ものを除く。）この場合は、第三者の立会いの上で行い、本人の確認を受けな

ければならない。 

（３） 身体介護 

移動介護中において発生する食事・着脱衣・排泄などの身体介護 

（４） 利用者が行う活動への支援 

講演会、スポーツ観戦や映画鑑賞など移動先での介助（資格・習熟・準備を

要する活動、危険を伴う活動を除く。） 

別表第２（第１３条関係） 

サービスの提供に要する経費 

利用時間（時間） 身体介護を伴う場合（単位） 身体介護を伴わない場

合（単位） 

～０．５ ２３０ ８０ 

～１．０ ４００ １５０ 

～１．５ ５８０ ２２５ 

～２．０ ６５５ 以後３０分毎に７０単

位加算 

～２．５ ７３０   

～３．０ ８０５ 

～３．５ 以後３０分毎に７０単位加算 

備考 

１ サービスの提供に要する経費は、利用時間に応じ、それぞれ単位数に１



 

 

０円を乗じて得た額とする。 

２ 日中時間帯以外については、１により算出した額に、それぞれ次の額を

加算する。 

（１） 午前６時から午前８時まで １により算出した額の２５％に相当

する額 

（２） 午後６時から午後１０時まで １により算出した額の２５％に相

当する額 

（３） 午後１０時から午前６時まで １により算出した額の５０％に相

当する額 

別表第３（第１３条関係） 

区分 利用者負担上限月額 

生活保護世帯 ０円 

低所得１ １５，０００円 

低所得２ ２４，６００円 

一般世帯 ３７，２００円 

備考 

１ 生活保護世帯とは、生活保護費受給世帯をいう。 

２ 低所得１とは、市町村民税非課税世帯であって障害者又は保護者の収入が

８０万円以下である者をいう。 

３ 低所得２とは、市町村民税非課税世帯であるもののうち、低所得１に該当

しない者をいう。 

４ 一般世帯とは、市町村民税課税世帯をいう。 

５ 市町村民税課税世帯のうち最多納税者の市町村民税（所得割）が４６万円

以上の世帯は支給対象外とする。 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第１１条関係） 

様式第７号（第１１条関係） 

様式第８号（第１２条関係） 

 


